
毒物劇物製造業・輸入業に係る手数料の改定について
令和２年４月１日から、次のとおり毒物劇物製造業・輸入業に関する手数料が改定になります。

○ 原体の製造業・輸入業の登録申請手数料が変わります。
・厚生労働大臣から県知事に登録権限が移譲されます。
・改定後の手数料は、現行の知事権限である製剤（原体の小分けを含む。）の製造業・輸入業の登録等の申請手数料と同額になります。

○ 新たに製造業・輸入業の登録票書換え交付申請及び再交付申請手数料を設定します。
・現行では、原体の製造業・輸入業で国が設定していないため、知事権限である製剤（原体の小分けを含む。）の製造業・輸入業も手数料を

設定していません。しかし、同じ知事権限の毒物劇物販売業では、登録票の書換え交付申請及び再交付申請手数料を設定しているため、
今般の権限移譲を機に、製造業・輸入業にも手数料を設定します。手数料額は、毒物劇物販売業と同額です。

大臣権限
（原体）

知事権限
（製剤等）

国手数料 県手数料 県手数料

登録申請 １４，１００円 ２０，７００円 ２７，２００円

登録更新申請 １０，０００円 ６，８００円 １０，２００円

登録変更申請 ８，８００円 ３，２００円 ５，２００円

知事権限
（原体・製剤等）

県手数料

登録申請 ２７，２００円

登録更新申請 １０，２００円

登録変更申請 ５，２００円

【現行】 【令和２年４月１日以降の申請】

大臣権限
（原体）

知事権限
（製剤等）

書換え交付申請 不要 不要

再交付申請 不要 不要

知事権限
（原体・製剤等）

県手数料

書換え交付申請 ２，４００円

再交付申請 ４，０００円

【現行】
【令和２年４月１日以降の申請】


